
【重要】 

ＪＢＡバスケットボール活動再開ガイドラインの運用について 

 

 

2020 年６月２２日 

 

関係各位 

 

 

一般社団法人埼玉県バスケットボール協会 

専務理事  名児耶 美久  

 

 平素より当協会の諸事業につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く御

礼申し上げます。 

 

 公益財団法人日本バスケットボール協会（以下「ＪＢＡ」という）は、新型コ

ロナウィルス感染拡大予防対策として「ＪＢＡバスケットボール活動再開ガイ

ドライン」（以下「ＪＢＡガイドライン」という）を６月８日付で発出しました。

このガイドラインは、感染症予防や競技者・指導者等に向けた競技再開のための

準備、大会運営や観戦者に向けた大会開催への道筋や基準を整理し、バスケット

ボール活動再開時および再開後における感染拡大防止のための留意点がまとめ

られています。当協会としては、このＪＢＡガイドラインに基づき事業再開を目

指します。埼玉県が発出している彩の国「新しい生活様式」安心宣言を遵守し、

皆様の「安心・安全」を第一に進めてまいります。埼玉県として特に注意してい

ただきたいことをカテゴリー別にまとめましたので、参考にして頂けますよう

お願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 段階的な緩和と移行期間／埼玉県の場合 

  移行期間：５月２５日～７月３１日 

  ≪参考：県営屋内施設等の利用について≫ 

ステップ１ 5/25～6/18 利用人員 100 人以下かつ収容定員の半分程度 

ステップ２ 6/19～7/9  利用人員 1,000 人以下かつ収容定員の半分程度 

ステップ３ 7/10～7/31 利用人員 5,000 人以下かつ収容定員の半分程度 

 



２ 彩の国「新しい生活様式」安心宣言」 

  

彩の国「新しい生活様式」安心宣言 

～私たちは以下のすべてを遵守することを宣言します～ 

 

１ 三密を徹底的に回避します     ４ 安心に向けた工夫をします 

  ・毎時に換気             ・事前予約の最大限の活用 

  ・一定の数以上の入場制限       ・衣服のこまめな選択 

  ・社会的距離の確保 

                    ５ 行いません、行わせません 

２ 感染防止の対策を行います       ・閉鎖空間での激しい運動・大声 

  ・発熱などの症状がある方の制限 

  ・症状のある従業員の出勤制限   ６ 極力制限します 

  ・手洗いや手指の消毒の徹底、     ・一度に休憩する人数の制限 

   手の触れる場所の消毒        ・対面での食事や会話の制限 

  ・マスクの着用 

  ・共有する物品などの最小化    ７ 重症化リスクに配慮します 

  ・鼻水・唾液のついたごみは      ・高齢者や持病のある方への配慮 

   ビニール袋に入れて密閉      

                   ８ 新しい働き方に向け努力しますし 

３ 安全のための設備にします       ・在宅勤務やオンライン会議 

・入口等に消毒液設備、体温系の設置  ・ローテーション勤務、時差通勤 

  ・対面場所の遮断 

  ・毎時の換気と消毒の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



埼玉県 U15カテゴリーに於けるガイドラインの運用について 

一般社団法人埼玉県バスケットボール協会 U15 カテゴリー部会 

 

Ⅰ チーム活動 

１ 活動再開に当たって 

チーム活動実施の条件／注意点  ＪＢＡ2020 年４月１日文書より 

① 小・中・高・特別支援学校の臨時休業が解かれていること。 

② 学校が再開され、かつ、所属長からクラブ活動の許可が出ていること。 

③ 社会体育クラブについては、（文部科学省の通知を受け）公立学校設置者 

（高校：県教委、小中学校：市町教委）が通常のスポーツ活動を許可し

ていること。 

④ 在籍するプレーヤーの所属（学校）が多数の場合、各学校の対応を優先

すること。 

⑤ 保護者・プレーヤーの判断を優先し、参加を強要しないこと 

   

２ チーム活動における留意点 

ＪＢＡガイドライン（手引き）Ｐ８～Ｐ１８を参考に感染防止対策や熱中 

症予防対策を講じながら段階的にステップアップしながら活動することを

推奨します。 

（１）感染対策・ケガ防止対策 

① 感染対策責任者の配置 

感染対策責任者を中心に次の点に注意しながら進める 

・参加者全員の健康状態を確認するための 記録用紙の活用 

 「コンディション記録用紙」、または「施設来場者健康記録表」等 

（別紙参照） ３ヶ月間保存 

・ 「チーム・指導者 新型コロナウィルス対応版チェックリスト」の

活用 

② 感染対策 

・ソーシャルディスタンスの確保 

・活動中、マスク着用を希望する選手については着用を許可 

 ※家庭用マスクの着用 

※熱中症のリスクを考慮し、運動強度を落とすなど工夫が必要 

※競技中のフェイスシールド等は他者への意図しない怪我のリスク

を増加させるため許可しない 

・コーチ、その他関係者は常にマスク着用 



・施設利用前後に、石鹸と水で３０秒以上の手洗い 

※必要に応じてチームにおいて石鹸を準備 

・人が多く触る場所や多く通る箇所に消毒液の設置、定期的な手指消

毒 

・施設の管理、清掃、消毒 

※チームにおいて清掃や消毒に必要な備品を準備 

③ ケガの防止 

活動自粛期間の長期的な不活動によりケガのリスクが高いこと、そし 

て活動自粛前の体力を取り戻すには長い期間が必要であることを理解す 

ることが大切です。 

 具体的なケガの防止対策については、ＪＢＡガイドライン（手引き） 

Ｐ１１～Ｐ１２を参考に活動していただくことを推奨します。 

（２）段階的活動再開ステップ／ＪＢＡガイドライン（手引き）Ｐ１２ 

この段階的活動再開のステップは、埼玉県が「特定警戒」から「感染拡

大注意」へと移行した「活動レベル２」以降に開始できます 

① 活動再開ステップ１ 

② 活動再開ステップ２ 

③ 活動再開ステップ３ 

④ 活動再開ステップ４ 

⑤ 活動再開ステップ５ 

（３）再開練習例 

参考：ＪＢＡガイドライン（手引き）Ｐ１５ 

   活動再開ステップ１～活動再開ステップ５を参照し、コーディ 

ネーション運動を含め様々な運動体験を含んだ練習計画を立て 

ることを推奨します。 

 

Ⅱ 競技会について 

１ 今後の競技会再開について 

 

９月の埼玉県 U１５リーグ戦（S B D L・U１５オータムラウンド）から 

の活動再開を目指す（１１歳〜１５歳の選手が対象） 

 

※ ＤＣ事業：９月４週目以降からの活動再開を目指す 

 

２ 開催条件 

ＪＢＡガイドライン（手引き）Ｐ１９の「１）～５」」による 



３ 開催の判断基準 

ＪＢＡガイドライン（手引き）Ｐ１９～Ｐ２０の「活動レベル１」から

「活動レベル５」に基づく 

４ 感染防止対策 

   ＪＢＡガイドライン（手引き）Ｐ２０～Ｐ２４に基づき事前の対応から 

事後対応までの感染防止対策を講じます。 

（１）事前の対応 

① 会場の入場制限 

必要に応じて“必須”、“非必須”というように人員をグループ分けし 

て対応します。 

② 健康チェックシートの提出 

・「健康チェックシート」（提出用 大会関係者用） 

・「健康チェックシート」（提出用 チーム用） 

・「健康チェックシート」（提出用 審判用） 

・「健康チェックシート」（提出用 メディア関係者用） 

・「競技会主催者用 新型コロナウィルス対応版チェックリスト」 

・「参加チーム用 新型コロナウィルス対応版チェックリスト」 

・「審判関係大会開催用 新型コロナウィルス対応版チェックリス 

ト」 

・「施設管理用 新型コロナウィルス対応版チェックリスト」 

③ 監督会議／代表者会議 

３つの密を避けるために、代表者会議は事前にオンラインでの開 

催、オンライン開催が難しい場合は参加チームへの連絡事項や大会注 

意事項をメールで展開する、当日文書で配布するなど、大勢の人が一 

同に会さないように工夫して展開してまいります。 

 

※埼玉県 U15 リーグ（S B D L・U１５オータムラウンド）の場合 

・競技会実施に向けた【全県における代表者会議】は、実施しない 

・昨年同様、８月中に【グループ毎の代表者会議】は、実施する 

 

（２）競技会場における感染対策 

ＪＢＡガイドライン（手引き）Ｐ２２～Ｐ２４に基づき、次の項目に 

ついて感染対策を講じます。 

(1)諸室等 

(2)手洗い場所 

(3)トイレ 



(4)更衣室・ロッカールーム 

(5)審判控室 

(6)サイドライン・ベンチ 

(7)来場者対応 

(8)ゴミの廃棄方法 

 

※全ての関係者の皆様の「安心・安全」を守るため、各チームに感染防 

止対策の協力をお願いすることになります（チームにおける消毒や手 

洗いの徹底など）。ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げす。 

 

（３）事後対応 

万が一感染が発生した場合に備え、競技会当日に参加者から提出して 

いただいた書面や健康チェックシート等は、個人情報の取扱いに十分注 

意しながら、当部会運営事務局で保存させていただきます。 

競技会当日の運営委員がこれらの書面等を運営事務局に提出します。 

万が一感染が発生した場合は、運営事務局が関係諸機関と対応に当たり 

ます。 

 

Ⅲ 会議（役員会等） 

  ３つの密を避けるため、各種会議は Web会議など対応してまいります。 

 

 

 以上の内容は、2020 年６月８日現在で得られている知見等に基づき作成さ

れています。今後、状況に応じて見直すことがあり得ることにご留意くださ

い。 

以上 

 

一般社団法人埼玉県バスケットボール協会 

U15 カテゴリー部会長 立花 正司  


